
多摩マンションフォーラム■ 

ご存じですか？ 

多摩マンション管理組合連絡会l＆一こ~ 

ニュータウンの多くの管理組合がー 

知恵と経験を共有しあって 

暮らしに生かす横断的組織です。 
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に関する資産管理の徹底を図ったもので 

あり、ー般の組合員にとっては特段意識 

する必要はないでしょう。 

しかし、経理の不正は管理会社だけで 

はなく、管理組合にも原因があることが少 

なくないため、毎月収支を確認するなど、 

理事会も十分注意する必要があります。 

なお、同委託契約書は当連絡会ホーム 

ベージに掲載してありますので、適宜ご参 

照ください。 

1、 ンション管理粗合 

リ 連合会会長）をお 
rぎ 招きして、「マンショ 

、」 ン管理の適正化の 

一推進に関する法律施行規則の一部を改 

正する省令」（本年5月1日施行）に関連し 

て改訂された「マンション標準管理委託契 

約書」の改訂について、その背景や概要 

について、各条項を取り上げながら具体 

的で詳しい説明を受けました。 
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メンテナンス部会一年目の昨年度は「人 

を育てる部会」を念頭に、基本的な用語な 

どを大規模修繕工事の流れに沿って勉強 

しました。 

二年目の今年のテーマは「一歩踏み込 

んで知る」とし、具体的事例を互いに発表 

し合いながら情報交換しています。 

それと並行し、外壁塗材やシーリング材 

など建築材料について、専門家を講師とし 

招き、講習を始めました。 

【各回における部会のテーマ概要1 

第9回 平成21年11月28日［土］ 

◆電気容量アップ工事 

(1)50kwノ棟の解釈の仕方いろいろ 

(2)借室やキュービクルなしで低圧電力を 

引き込む 

◆外壁塗材 

(1)基材、希釈材 

(2）所要量、塗り重ね回数、塗り重ね時間 

第10回 1月30日［土］ 

◆大規模修繕工事等（ビスタセーレ向陽 

台団地） 

(1)CM方式のメリット・デメリット 

(2)図面の電子化 

◆タ陛塗材 

(1)塗膜付着力試験 

‘ 第11回 2月27日（土） 

◆第2回目の大規模修繕工事等（ホーム 

タウン豊ケ丘2) 

(1）中層棟と低層棟が混在する団地の事 

例 

(2）専用庭駐車場と団地共用駐車場の使 

用料について 

◆外壁塗材 

0 ）塗膜の付着強度とケレン 

第12回 3月27日（土） , 

◆愛宕二丁目住宅 

(1)5階建階段室型マンションにおけるエ 

レべータ設置検討 

◆外壁塗材 

(1)遮熱・断熱塗料 

第13回 4月24日（土） 

◆シーリング材 

(1）シーリング工事の目的 

(2)シーリング材の種類、用途、価格 

(3）シーリング仕様別の性能、耐久性 

(4）外壁塗材の仕様とシーリングの仕様と 

の相性、バランス 

第14回 5月24日（土〕 

第15回 7月24日（土） 1 

◆5階建階段室型にエレべータ設置を検 

討 

◆ひばりが丘団地 ストック再生実証試 

験 

◆トータルリモデル事業の事例 

ケース1；県営蓬莱団地11号棟（福島県） 

ケース2：県営光ケ丘団地73・74号棟〔石 

川県） 

◆DANCT-1I （団地〕ルネッサンス 

第16回 8月28日（土） 

◆多摩ニュータウン再生への提言～築30 

年を過ぎた5階建て階段室タイプマンショ 

ンの課題事例 

◆大規模修繕の発注方式 一CM方式 

への補足― 

第17回 9月18日（土） , 

◆来年度の部会方針について検討 
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管理運営問題 

部会報告 

マンション標準管理指針を 

読み込み、自らの団地・マン 

ションの課題を検討しました。 

I各回における部会のテーマ概要】 

第8回 平成21年12月5日（日） 

マンション標準管理指針を学習すること 

を決める。まず、その法令用語と、マンション 

の仕組み・構造・各部の名称を学ぶ。 

◆公社公団WG：各団地の転出入率調査 

に着手。 

◆民間WG：修繕積立金の適正額算出表 

の作成を決める（WG：作業部会）。 

第9回 1月17日（日） 」 

マンション標準管理指針に関し、総会、 

棟総会について学ぶ。棟総会を規約に入 

れているのは、まだ少数の組合と分かる。 

◆公社公団WG:A団地の過去16年の転 

出入者、年齢構成を分析。 

◆民間WG：理事会と専門委員会のあり方 

を議論する。 

第10回 2月28日（日） 

目）。理事会の運営について、担当者が解 

説と問題を提議。理事の持ち回りより、立候 

補、推薦を重視したらと提議、議論する。 

第11回 3月28日（日） 

マンション標準管理指針の検討(3回 

目）。防犯・防災について、担当者が自マンシ 

ョンの現状と課題を説明0自動火災報知機 

設備や避難はしごに不安がある。防犯カメ 

ラを増設、録画視聴は理事長のみとした・・・ 

等。 

◆公社公団wG、民間WG：合同でB民間 

マンションの資源ゴミ回収業者取扱い問題 

について市などとの交渉経過と妥結内容を 

聞く。 

第12回 4月18日（日） 

マンション標準管理指針の検討(4回 

目）。損害保険の付保、コミユニティ形成活 

動に・ついて、担当者が自マンションの現状と 

問題を説明。小規模団地ではマンション総 

第13回 6月13日（日） 

マンション標準管理指針の検討（5回 

目）。管理規約の作成・改正の項に入り、管 

理組合の業務、修繕積立金の使途範囲 

などについて、自団地の課題や実情を説 

明。総会の法的な位置づけと限界につい 

て議論する。 

◆公社公団WG:3団地の過去20年前後 

の転出入率を分析、50--60％となる。 

◆民間WG：作成した修繕積立金検討表 

案を検討。 

第14回 7月11日（日） 

マンション管理標準指針の検討（6回 

目）。敷地や共用部分の管理のあり方、管 

理行為とは何かを具体的に検討。共用部 

分変更の仕方で議論。 

知5回 B月29日（日） 」 

マンション管理標準指針の検討（7回 

目）。自団地の規約改正の経緯と問題点を 

説明。原始規約を改正した所は15名中8 

名。 
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規約・細則の運用に関する一考察（要約） 

“正確な総会決議要請 

総戸数800戸の大規模マンションで入居 

後1年以内の臨時総会が開催された。組合 

員の関心が高い事項が議題に上がってお 

り、実出席者は約300人。議決の都度、出席 

者の確認（本人出席、代理出席）、議決権 
行使書、委任状（議長宛‘議長以外宛）を 

数えなけれぱならない。 

そういった状況下、ある組合員から規約 

に基づく正確な議決を求められた。議決権 

行使書の集計だけで賛成2/3程度を確保 

済であり、反対者はごく少数で、多少数え 

方が問違っても問題はないことが誰の目に 

も明らかであったにも拘らずである。 

結局、議決の都度時間がかかり、退席者 

はinる。それによって出席者数は変わる。 

大混乱に陥り、全での議案を審議できなか 

ったo 

その経験から、当該組合では正確な決議 

を第ーに掲l王議決権行使書による事前投 

票を目指すようになった。出席者は減り、総 

会は瑕疵なく手続きを進める場となり話し 

合いの場ではなくなってしまった。 

目組合運営ルールの明確化 

コミュニティ活動も組合活動も活発な約 
60◇戸の団地。役員選出、総会、理事会運 

営の手続きが不明確、理事録に発言が正確 

に記されていない等の強いクレームがあっ 
た。そのため、それらの運営に関する詳細 

な細則を制定。理事会や総会の内容は全 

て録音し、テープ起こしにより議事録を作 

成。 
確かにクレームがないよう完壁な運用が 

目指されているが、理事会は資料の事前配 

布、総会は6時間を超えるなど大変になり、 
総会には何かと異議を中し立てる特定の人 

しか参加Lなくなってしまったロ 

■滞納督促マニュアルの細則イ匕 
当初入居者と途中入居の比較的若い世 

代が混在する約400戸のマンション。以前は 

長期滞納になるまでは、あまり厳格な督促 
はしていなかった。 

ところが現理事長は、細則に従うのは理 

事長の義務であるとして、「少額訴訟」の申 

し立てを行った。 

そのことで元理事長の妻は体訓を崩し、 
元理事長と親しかった住民から現理事長へ 

の批判の声が上がった。その結果、現理事 

長もその家族も精神的ダメージを受けること 

となった。 

現理事長の対応は責任感ゆえの厳密さで 
あり問題はない。しかし、理事会の判断で競 

売を待つという選択肢もあり、内規としての 

マニュアルよりも、その方が穏便な解決に繋 

がったのではないか。 

■使用細則の遵守 

ペット飼育禁止規定がある築10年、約100 

戸のマンション。隠れて飼う人は当初からあ 
ったが、苦情の都度，「ペット禁止」の掲示 

をする程度で厳しく対応することはなかっ 

た。 
ある時、新規の組合員が玄関ボーチに大 

型工具等を大量に置いている状況が続いた 

ため、理事長名で細則違反であるから片付 

けるよう勧告した。 

この組合員は、片付けはしたものの、その 

後、規約・細則を細部まで読み、少しでも違 

反があると理事長の義務違反だ、訴訟だと 

言うようになった。 

一番やり玉に挙がったのは、密かなベット 

飼育であったが、そのほかにも細則違反のク 

レームはエスカレートL理事会は対応に追 

われ、その都度注意をしなければならなくな 
った。しかも、すぐ義務違反とLで訴訟の対 

象にされることから理事のなり手もいなくな 

ってしまった凸 

「規約違反は規約違反」という相互監視 

が行き過ぎると今まで気にもしなかったこ 

とが気になり出す。最初から「規約違反」 

「勧告」と言わずに、「マナー」や「協力の 

お願し」という形でも目的は果たせたのでは 
ないかり 

目詳細な細則より話レ合いの力で 

築15年約400戸の団地。具体的かつ詳細 

だけでなく、話し合いで解決していこうとい 

う試みである。 

このマンションのエントランスには組合員 

有志が自発的に植えた花が沢山あり、何か 
あると相談できる「顔役」も居で、安心しで 
各*が自発的にマンションのためにできる 

ことを愉Lみながらやっているという。 

国理事の心得を確認したマンション 
自分の利益と各4Q)フィールドで培われ 

た信念に基づくバラバラな自己主張。勝ち 

負け感覚の決議による人間関係の悪化等 

に、これではおかしいと立ち上がった理事 

長がいる』 

「そもそも、理事は自分の利益主張のた 

めにここにいるのではない0この人ならみん 

なの利益を考えて適切な判断をしてくれる 

だろうという期待のもと理事に選任された 

のだと思っで欲しい。自分の要望を主張す 
るときは、それによって自分以外の人にどの 

ような影響があるかを考えてから行動して 

もらいたい。」と語りかけた。 

その結果、理事会の雰囲気ががらりと変 

わったという。このマンションでは理事が思 

ったことをストレートにぷつけるのではな 

く、一歩離れたところで全体を考えながら 

意見を述べ、判断すると同時に他の入の話 

を聞けるようになった。 

その後、この理念を成文化する試みが始 
まっている。管理規約はマンションの憲法と 

いうことがあるが、この理念こそが憲法で 

はないだろうかo 

■管理組合会員（18管理組合・2010年9月20現在‘順不同｝*個人会員（41名｝ 

カサヴェール桜ケ丘 

ライオンズ多摩永山ヒルズ 

エステート落合5-8団地 

グリーンテラス豊ケ丘団地 

エステート鶴牧4,5住宅 

永山3丁目第1住宅 

Brillia （ブリリア）多摩センター 

多摩ニユ」タウンビスターレ向陽台団地 

愛宕2丁目住宅 

D’グラフォート多摩センター煉瓦坂 

ザスクエア［住宅部分］ 

ヒルサイドテラス豊ケ丘1 

諏訪2丁目住宅 

コスモフォーラム多摩 

高幡台住宅 

貝取4一4団地 

多摩ニュ」タウン落合（A) 

鼻ケ丘5-1住宅 

I MC 

多摩マンション 

管理組合連絡会 

発行：多摩マンション管理組合連絡会（会長西山博之〕 

Ern白iI ri]i@tm白mankan.sakura.ne.jp 
www.taniamankan.jp 

C 本紙掲載の写真、記事、イラストレーション、口ゴ等の無断転載 

および複写を禁じます。 

多摩市後援 

多摩マンション管理組合連棒会は、 

マンション管理適正化法の趣旨等に 

より、多摩市の後援を得ています。 
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